
                   

 

平成２５年５月１日 

報 道 各 位 

一般社団法人マンション管理業協会 

 

太田昭宏国土交通大臣への要望について 

 

一般社団法人マンション管理業協会(所在地：東京都港区、理事長：山根弘美)は、

平成２５年４月３０日、太田昭宏国土交通大臣に対し別添の要望書を提出しました

(理事長外副理事長３名)。マンション長寿命化協議会（座長 齋藤広子明海大学不動

産学部教授）から３月に答申を受けた「マンションに安心・安全で長く住まうための

提言書」中の「政策当局に対する提言」に基づき要望を行ったものです。 

  

山根理事長より「３．１１（東日本大震災）以降、分譲マンションの管理組合では、

防災への取組み、子供や高齢者の見守りといった活動に対する機運が高まっており、

これはマンション標準管理規約第２７条及び第３２条の「地域コミュニティにも配慮

した居住者間のコミュニティ形成」を根拠にしている。ところが国交省「マンション

の新たな管理ルールに関する検討会」では、「管理組合は財産管理団体」であるとし

て標準管理規約から「コミュニティ」条項の削除を検討中と仄聞している。これは世

の要請に逆行しており、削除はやめて頂きたい。国交省には防災･減災等による国民

の安全・安心の確保からも管理組合による地域を含めたコミュニティ形成活動を是非

とも支援、後押しして頂きたい。」との発言がありました。 

これを踏まえ、太田大臣からは「了解しました。」との回答がありました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一般社団法人 マンション管理業協会 

 所在地：東京都港区虎ノ門１－１３－３ 虎ノ門東洋共同ビル２階 
 理事長：山根 弘美 
設 立：昭和５４年１０月 
会員数：３８７社（平成２５年４月３０日現在） 

本件お問い合わせ先：一般社団法人マンション管理業協会 ０３－３５００－２７２１（担当：総務部 鈴木） 

 








